
からの お らせ町 知Hot Town News

平成21年３月31日で療養援護事業が終了します。
【重度心身障害者医療費受給者証】【乳幼児医療費受給者証】【ひとり親家庭等医療費受給者証】をお持ちの方で，１カ月に継
続して15日以上入院された方は，平成21年４月14日までに療養援護金の申請をしてください。 福祉課　☎89-3335

 89-3334住民課
◇ 

平
成
21
年
度
（
４
月
〜
３
月
）
の
国
民
年
金
定
額

保
険
料
は
、
月
額
１
４
，
６
６
０
円
・
付
加
保
険

料
は
、
月
額
４
０
０
円
で
す
。

　

※ 

付
加
保
険
料
は
、
第
１
号
・
任
意
加
入
被
保
険
者
の
希
望

に
よ
り
、
定
額
の
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、
老

齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
は
お
早
め
に
!!

◇ 

国
民
年
金
保
険
料
の
１
年
前
納
・
６
カ
月
前
納
・

月
々
の
早
割
納
付
は
、
口
座
振
替
が
お
得
で
す
。

　

※ 

す
で
に
口
座
振
替
で
前
納
さ
れ
て
い
る
方
で
引
き
続
き
第
１

号
被
保
険
者
で
あ
る
方
は
、
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
つ
い
て

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
は
被
保
険
者
ご
自
身
か

ら
事
前
に
お
申
し
込
み
い
た
だ
き
、
以
後
、
継
続
的

に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
が
立
替
納
付
を
行
う
も

◆ 

国
民
年
金
保
険
料
と
納
付
方
法
の
お
知
ら
せ

 89-3337産業課
　

農
水
省
の
調
べ
に
よ
る
と
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農

作
物
被
害
金
額
は
、
年
間
約
２
０
０
億
円
に
も
上
り

ま
す
。

　

被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
被
害
を
受
け
に
く

い
農
地
環
境
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

鳥
獣
を
引
き
寄
せ
る
原
因
と
な
る
、
野
菜
の
ク
ズ

や
収
穫
し
て
い
な
い
柿
な
ど
の
餌
に
な
る
も
の
を
放

置
し
な
い
こ
と
や
隠
れ
場
所
と
な
る
耕
作
放
棄
地
を

な
く
す
な
ど
、
農
地
周
辺
の
環
境
を
整
備
す
る
こ
と

が
、長
期
的
に
見
れ
ば
一
番
重
要
な
鳥
獣
害
対
策
で
す
。

　

し
か
し
、
現
実
に
獣
害
が
発
生
し
て
い
る
現
場
で

は
、
個
々
の
農
地
で
ト
タ
ン
や
電
気
柵
な
ど
の
侵
入

防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
、
現
状
で
は
最
も
確
実

な
被
害
対
策
で
す
。
町
の
補
助
事
業
も
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
内
容
に
つ
い
て
は
産
業
課
ま
た
は
各
支
所

産
業
建
設
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆ 

獣
害
対
策 

サ
ル
・
イ
ノ
シ
シ
の
被
害
を

減
ら
す
た
め
に

 89-3336環境衛生課
　

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
平
成
21
年
度
使
用
料

を
、
４
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
記
載
人
数
を

基
準
に
再
算
定
し
ま
す
。（
神
石
高
原
町
農
業
集
落

排
水
処
理
施
設
条
例
第
16
条
）

　

減
免
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
環
境
衛
生
課
ま
た
は
各

支
所
町
民
課
で
申
請
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

使
用
料
減
免
の
対
象
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

１
．
生
活
保
護
法
に
よ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
世
帯

◆ 

集
落
排
水
使
用
料
再
算
定
の
お
知
ら
せ

　

肥
料
及
び
農
薬
の
販
売
を
す
る
に
は
町
へ
の
届
け

出
が
必
要
で
す
。

　

平
成
20
年
４
月
ま
で
は
広
島
県
へ
の
届
け
出
で
し

た
が
、
権
限
移
譲
に
よ
り
、
現
在
は
町
に
「
販
売
届
」

を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
販
売

所
の
増
設
や
す
で
に
届
け
出
て
い
る
以
外
の
場
所
で

販
売
を
す
る
場
合
に
は
「
変
更
届
」
を
、
廃
業
さ
れ

る
場
合
に
は
「
廃
止
届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
産
業
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆ 

肥
料
・
農
薬
の
販
売
届
に
つ
い
て

２ 

．
高
齢
・
疾
病
に
よ
り
自
宅
外
に
て
長
期
的
に
療

養
・
治
療
を
要
す
る
方

　

※ 

療
養
・
治
療
先
よ
り
入
所
等
の
証
明
書
を
提
出
さ
れ

た
場
合

　

※ 

す
で
に
証
明
書
を
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
年

度
が
変
わ
り
ま
す
の
で
再
申
請
が
必
要
で
す
。

３ 

．
同
一
世
帯
で
生
計
を
分
離
し
別
居
し
て
い
る
方

（
大
学
生
・
就
職
等
）

　

※
証
明
書
が
必
要
で
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
衛
生
課
ま
た
は
各
支
所
町
民
課

平
成
20
年
度
に
減
免
を
受
け
て
い
る
方
も

再
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

の
で
す
。（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
提
示
し
て
、
直

接
納
付
す
る
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
で
は
口
座
振

替
に
よ
る
毎
月
振
替
早
割
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
１
年
前
納
・
６
カ
月
前
納
の
割
引
額
は
現
金
納

付
の
割
引
額
と
な
り
ま
す
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
を
ご
希
望
の
場
合
は
、

社
会
保
険
事
務
所
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
備
後
府
中
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
（
０
８
４
７
）
４
１
‐
７
４
２
１

 89-3330総務課
行
政
相
談
と
は
…

　

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談
委
員

が
、
国
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
に
関
す
る
苦
情

や
要
望
な
ど
を
お
聞
き
し
、
行
政
に
反
映
さ
せ

る
も
の
で
す
。

　

町
で
は
、
次
の
４
名
の
行
政
相
談
委
員
の
方

が
日
々
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

藤
井
世
威
子
（
油
木
）　

樋
村　

良
幸
（
福
永
）

金
森　

伸
行
（
有
木
）　

重
松　

文
宏
（
小
畠
）

　

ま
た
、
平
成
21
年
度
も
引
き
続
き
、
第
１
水

曜
日
（
５
月
は
休
日
と
重
な
る
た
め
、
第
２
水
曜

日
）
に
行
政
相
談
所
を
開
設
し
、
２
名
の
行
政
相

談
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

平
成
21
年
度
の
行
政
相
談
所
開
設
日
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◆ 

行
政
相
談
の
お
知
ら
せ

 89-3335福祉課
　

平
成
20
年
４
月
か
ら
平
成
21
年
３
月
末
ま
で
の
１
年

間
は
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
が
２
割
か
ら
１
割
に
据

え
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
21
年
４
月
か
ら
平
成

22
年
３
月
末
ま
で
も
引
き
続
き
１
割
に
据
え
置
か
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
部
負
担
金
の
割
合
な
ど
の
記
載
内
容
が
変
わ
り
ま

す
の
で
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
３
月
末
ま
で
に
お

送
り
し
ま
す
。

（
既
に
３
割
負
担
を
頂
い
て
い
る
方
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

対
象
と
な
る
一
定
以
上
障
害
認
定
を
受
け
た
方
は
除
き
ま
す
）

◆ 

70
歳
か
ら
74
歳
の
方
の

　

医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
に
つ
い
て

 89-3332企画課
　

町
で
は
、
人
づ
く
り
事
業

の
一
環
と
し
て
、
町
の
将
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
成
長

を
願
い
、
子
育
て
・
定
住
支

援
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
子
育
て
世

代
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
生

み
、
育
て
る
こ
と
に
喜
び
が

持
て
る
よ
う
支
援
す
る
も
の

で
す
。

　

資
格
要
件
・
奨
励
内
容
な

ど
は
、下
表
の
と
お
り
で
す
。

●
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課
ま
た
は

　

各
支
所
町
民
課

◆ 

子
育
て
・
定
住
支
援
制
度
を

　

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

奨励区分 資格要件 奨励内容
子育て有難う
報奨金

満１歳に達する者と同居する
保護者 「やまなみ商品券５万円」

子育てご苦労さん
報奨金

小学校１年生として入学した
児童と同居する保護者 「やまなみ商品券３万円」

新婚祝い金 神石高原町に婚姻の届けを
し，現に同居している夫婦

夫婦１組につき
 「やまなみ商品券５万円」

※定住とは： 神石高原町に６カ月以上定住し，住民基本台帳に記載され，
現に神石高原町内に居住している方

 89-3341教育課
　

平
成
21
年
４
月
か
ら
教
員
免
許
更
新
制
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　

教
員
免
許
更
新
制
は
、
教
員
と
し
て
必
要
な

資
質
能
力
が
保
持
さ
れ
る
よ
う
定
期
的
に
最
新

の
知
識
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
教
員
が

自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
教
壇
に
立
ち
、
社
会
の

尊
敬
と
信
頼
を
得
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
す
。

　

平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
に
教
員
免
許
状
を

取
得
し
た
現
職
教
員
の
方
は
、
各
自
の
生
年
月

日
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
修
了
確
認
期
限

ま
で
に
、
30
時
間
以
上
の
免
許
状
更
新
講
習
を

受
講
・
修
了
し
、
勤
務
す
る
学
校
が
所
在
す
る

都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
申
請
し
て
更
新
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
教
員
免
許
状
を
お
持
ち
で
現
職
教

員
で
な
い
方
は
、
期
限
ま
で
に
更
新
を
し
な
く

て
も
免
許
状
が
失
効
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
今
後
教
員
（
臨
時
・
非
常
勤
含
む
）
と
し

て
勤
務
す
る
こ
と
を
希
望
さ
れ
る
方
で
期
限
が

過
ぎ
て
い
た
場
合
に
は
、
勤
務
前
に
講
習
を
受

講
・
修
了
し
更
新
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
受
講
申
し
込
み
に
は
、
市
町
教
育
委
員
会

等
の
証
明
書
が
必
要
で
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

修
了
確
認
期
限
や
申
請
手
続
等
の
詳
細
は
文

部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.

m
ext.g

o.jp/a_m
enu/shotou/kous

h
in
/in
d
e
x.h
tm

）、
ま
た
は
教
育
委
員
会
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆ 

教
員
免
許
更
新
制
が
は
じ
ま
り
ま
す

※時間はいずれの会場も午前９時30分～11時30分です。

相談日 会　　場
4月 1日 油木コミュニティセンター
5月13日 役場　豊松支所
6月 3日 三和公民館
7月 1日 役場　神石支所
8月 5日 油木コミュニティセンター
9月 2日 役場　豊松支所

10月 7日 三和公民館
11月 4日 役場　神石支所
12月 2日 油木コミュニティセンター
1月 6日 役場　豊松支所
2月 3日 三和公民館
3月 3日 役場　神石支所

定額給付金及び子育て応援特別手当の申請受付に向け準備を進めています！
具体的な給付方法などが決まり次第，お知らせします。
担当窓口【定額給付金：総務課及び各支所町民課】【子育て応援特別手当：福祉課及び各支所町民課】

8広報 神石高原３月号9 広報 神石高原３月号


